
 １　施設の管理運営

 ２　事業実施内容

 ３　サービス提供状況

 ４　市内中小企業への発注に対する考え方

（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容

本会においては，本会経理規程により，100万円以上に関しては，一般競争入札に付することと
し，100万円未満の委託業務に関しては，随意契約としています。一般競争入札の場合は，市内
中小企業も含めて広く公募し，随意契約では，市内中小企業にも配慮し，見積もり合わせを
行っています。

京都市仁和地域包括支援セン
ターセンター名

令和2年度指定管理業務に関する事業報告書（地域包括支援センター）

【開所日及び開所時間等】
月～土　午前8時30分から午後5時15分
休業時間・休業日は，日直者が転送電話で対応。緊急時には担当者に連絡できる体制をとって
いる。
年末年始（12/31～1/3）は休業としている。
【事業実施地域】
上京区　仁和，出水学区

（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容

京都市が委託して運営している公的な相談窓口として下記の事業を実施しています。
１ 老人福祉法第２０条の７の２第１項に規定する老人介護支援センターとして実施する事業
　○地域の高齢者の福祉に関する各般の問題につき，高齢者，その者を現に養護する者，地
　　域住民その他の者からの相談に応じ，必要な助言を行う。
　○居宅において介護を受ける高齢者又はその者を現に養護する者と市町村，老人居宅生活
　　支援事業を行う者，老人福祉施設，医療施設，老人クラブその他高齢者の福祉を増進する
　　ことを目的とする事業を行う者等との連絡調整を行う。
　○居宅において介護を受ける高齢者の状況把握，高齢者福祉等に関する情報提供並びに相
　　談対応及び指導を行う。
２ 介護保険法第８条の２第１８項に規定する介護予防支援事業
３ 介護保険法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合
   の介護予防ケアマネジメント（第一号介護予防支援事業）
４ 介護保険法第１１５条の３８第１項第２号から第５号に規定する次の事業
　○介護予防ケアマネジメント事業
　○総合相談支援事業
　○権利擁護事業
　○包括的・継続的ケアマネジメント事業
５ 京都市が実施する「一人暮らし高齢者の全戸訪問事業」及び「見守り活動促進事業」

（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容

【職員体制】
センター長（併設デイと兼務）　1名　　主任介護支援専門員 1名
社会福祉士　3名　　保健師　1名　　介護支援専門員　5名
計　12名

（参考）自主事業内容



 ５　施設の利用状況（施設の稼働率，利用者数，事業参加者数など）

人

件

ア　令和２年度収入状況（単位：円）

イ　令和２年度支出状況（単位：円）

　　６　施設の利用者満足度の把握

　 ⑴　利用者満足度の把握状況

　 ⑵　利用者満足度把握の結果

 　⑶　意見等への主な対応状況

1686

⑵　相談延べ件数（実績値）

3642

把握していない。（実施に向けて検討している。）

⑴　介護予防支援給付対象者数（実績値）

⑶　収支実績

支出計

把握していない。（実施に向けて検討している。）

委託料

介護保険収入

46,389,545

3,477,273

4,600

49,392

2,576,734

その他

小額修繕費

委託費

事業費

40,281,546

その他

46,389,745

1,583,196

18,276,549

26,530,000

人件費

収入計



　　７　その他特記事項

　 ⑴ 活動実績等

 　⑵センター機能を活かした連携について

　　８　評価（指定管理者自己評価）

１　「単身高齢者世帯の全戸訪問活動」
　〇対象者数2071名のうち　仁和学区786名　出水学区511名　の活動実績があった。
　〇担当２学区(仁和・出水)の民生児童委員協議会の定例会へ定期的に参加し、情報共有や単身
　　高齢者全戸訪問活動の一環で名簿突合を行った。また感染対策を行いながら民生児童委員、
　　老人福祉員と同行訪問活動も行った。

２　「地域包括ケア構築」に向けた取り組みを以下の通り行った。
　〇担当２学区で地域ケア会議を開催。
　　日常生活圏域：１回(書面開催)　学区域：４回(各学区２回)

１　併設事業所（デイサービスセンター）との連携
　〇連携を具体化するため、合同で委員会や会議を開催

２　区内同法人の強みを活かした取り組みとして「協働事業」を実施
　〇合同研修会の企画
　〇上京区ふれあい祭り及び災害ボランテイアセンター設置訓練
　　(新型コロナウイルスの影響により中止)

３　「子育てサロン」
　〇地域住民や団体と協働し、多世代間交流支援の企画
　　（現在、新型コロナウイルスの影響により中止中）

４　「車いすの貸出」
　〇公益的取組として、車いすが必要な方への貸し出しを行う。（15件）

　令和２年度は、介護予防支援給付対象者数が前年比94.9％、相談件数96.5％と若干の減少傾向と
なった。理由としては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響が大きいと考えている。地域事
業や活動も縮小や自粛が行われ、地域福祉組織等との連携の機会にも影響があった。しかし、早期
に対応が必要なケース等については、従来通りスピード感をもった対応に心掛けた。その際には、
感染予防を徹底する事、必要に応じて複数職員での対応した。
　今後は、ウィズコロナ、アフターコロナを想定し、従来の地域福祉組織・関係機関との連携・協
働を維持、強化と、新たな関係性構築が課題と考えている。具体的には、感染予防、事業継続計
画、ICT活用、障害を理由とする差別の解消に向けた取組等について継続した検討を行いたい。


